
コミュニティ防災におけるリスクコミュニケー

ションの成立可能性に関する研究（未定稿）

横松宗太1

1正会員　京都大学防災研究所　巨大災害研究センター (〒 611-0011 宇治市五ヶ庄) E-mail:yoko@drs.dpri.kyoto-u.ac.jp

自然災害リスクの認知には個人差が存在する．一方，近年，コミュニティ防災の重要性が主張されているが，

その活動の中で住民間のリスクコミュニケーションが進む効果も期待されている．本研究では，ゲーム理論を

応用してコミュニティに属する住民間のコミュニケーションの過程をモデル化し，コミュニティ防災の機会はリ

スクコミュニケーションにとって有効な動機付けにはなりにくいことを示す．
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１．はじめに

近年，将来起こりえる災害被害の状況や蓋然性に関

する情報は，質量ともに加速度的に増加している．自

然科学の分野のシミュレーション分析に基づいた情報

や，過去の災害記録や伝承，経験から得られた教訓な

ど，住民をとりまく災害リスクを明らかにするための

情報は，より多様に，より詳細になっている．

自ら専門性が高い科学的分析を行うことができない

一般住民にとって，災害リスクを同定する作業は推測

統計により行われる．個人は，自分の居住地が危険で

あることを示す情報や，比較的安全であることを意味

する情報など，自身が入手した情報の集合から真の災

害リスクを推し測っている．このとき，災害リスク情

報が膨張している現在においては，同じ地域に住んで

いる住民であっても，互いに異なった情報ソースに基

づいて，異なったリスク認知を形成するケースが生ま

れてくる．

相対的に低い水準でリスクを認識する住民は，そう

でない住民や専門家から，リスクを「正しく」認知し

ていないと問題視されている．人々が自然災害の可能

性や危険性を正しく認識しない問題，すなわち自然災

害リスク認知の問題は，防災計画の分野において最も

重要な問題の一つとなっている．そして自然災害リス

ク認知を促すために，多くの自治体で防災教育の強化

や地震・洪水ハザードマップの公開などが進んでいる．

しかし実際に災害の危険性や防災対策の重要性に関す

る認識には大きな個人差が存在する．例えば2004年の

地震保険の世帯加入率は全国で 18.5％であり，最も高

い愛知県でも 28.7％に過ぎない（(社)日本損害保険協

会ホームページ，2006）．また，一個人の中で危険性の

認識が防災行動に結びつかない問題も指摘されている．

例えば読売新聞が 2003年に実施した調査によると，東

京都と大阪府において，将来大地震が起きると思って

いる人は 77％いるのに対して，自宅の耐震工事を実施

している人は５％にとどまっている（読売新聞，2004

年1月 15日）．社会心理学の分野では，リスクを認知

しようとしない人々，行動をおこそうとしない人々に

対して公共や専門家がどのような方法や姿勢によって

リスク情報を発信することが効果的で，どのような場

合に失敗するのかを分析する研究が行われている．

一方，近年，コミュニティ防災の重要性が指摘され

ている．コミュニティ防災とは地域コミュニティが地域

住民の被害を軽減するために協力して取り組む防災活

動を意味し，初期消火，被災者の救出・救護，避難誘

導，避難所の運営などが含まれる．1995年の阪神淡路

大震災では，倒壊家屋などから救出された人の約 6割が

近所の人々により救出された．地域住民がコミュニティ

防災の主体となる自主防災組織を結成し，日ごろから

防災活動を展開していくことの重要性が唱えられてい

る．自治体の誘導によって，とりわけ都市部を中心に

自主防災組織の結成が進んでいる．

そこで自主防災組織がリスクコミュニケーションを

促す媒体となることが期待されている．なぜならリス

ク認知の個人差が周囲に最も大きな影響をもつ局面が

コミュニティ防災であるからである．すなわち住民間

のリスクイメージのギャップの存在は，防災活動の運営

や，最終的にはコミュニティの安全に影響を与えるこ

とになる．したがって，地域住民にとっては，自主防災

組織の結成過程や自主防災活動の成立過程においてリ

スクコミュニケーションを行う動機付けが大きいと考
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えられることになる．自主防災活動においては，リス

クコミュニケーションを通して住民が地域のリスクに

ついて正しい認識を共有することが，適切な活動を実

施していく上で重要となると思われるからである．

しかしながら十分なリスクコミュニケーションを図

るには時間を要する．また，個々人のリスク認知の動

機も様々であることから，時間をかければ地域住民が

確実に共通のリスク認知に至るという方法も判明して

いない．その一方で，いまや防災対策は「待ったなし」

の状況と言われている．リスクを十分に認知している

住民にとっては，認知しない人を時間をかけて説得す

るよりも，取り急ぎリスクを認知している人たちが中

心となって活動体制を整えることが合理的である場合

もある．本研究では，自主防災組織を舞台に行われる

地域リスクと防災活動分担に関するコミュニケーショ

ンの過程を表すモデルを作成する．そしてリスクコミュ

ニケーションをコミュニティ防災と関連付けて実施す

ることの有効性に関する示唆を導くことを目的とする．

２．自主防災組織における主観的リスクの形

成モデル

1人の防災会長（プレイヤーA）と 1人の地域住民（プ

レイヤーB）で構成される防災組織を考える．彼らは

それぞれに２種類の情報を保有しているとする．ひと

つは，コミュニティが任意の１期間に災害にあわない

根拠を与える情報であり，「安全情報」と呼ぶ．いまひ

とつは，コミュニティが任意の１期間に被災すること

を意味する情報であり「危険情報」と呼ぶ．コミュニ

ティが１期間に被災する主観的確率は，情報の総数に

対する危険情報の割合により与えられる．危険情報や

安全情報の代表的な例として，「ある年に災害が発生し

た」という過去の経験が挙げられる．例えば個人があ

る地域でn期間を過ごしていて，そのうちn0期間に被

災したと考えよう．当該個人がこれらの経験情報しか

もたないとき，危険情報はn0個，安全情報はnÄn0個と

なり，主観的被災確率はn0=nで与えられることになる．

すなわち無限母集団を想定した上で，確率変数として

情報xを考えて，危険情報が得られた場合にx = 1，安

全情報が得られた場合にx = 0と数値付けをする．個人

の災害に対する主観的確率は，無限母集団における危

険情報の割合，すなわちx = 1の母集団分布 f(x) = ñ

に相当する．いま，個人 i(= A;B)は大きさmiの標本

をもっており，そのうち liの標本が危険情報であるとす

る．主観的確率ñiは標本平均 li=miで与えられ，それは

標本平均の期待値である母平均と等しくなる．

本モデルでは２人のプレイヤーのリスクコミュニケー

ションに２つの段階を考える．まず，リスクコミュニ

ケーションの前提として，両プレイヤーの主観的確率

(ñA; ñB)は共有情報であるとする．それらは直接的な

情報交換を行わなくとも，近所で生活している中で観

察される個人的な防災行動，例えば避難訓練の参加状

況，耐震改修，家具固定，保険，避難路の確保，立地な

どから把握できるものと仮定する．現実には，相手の

ñiに関する把握は，「のんびりしているか」「意識が高い

か」くらいの大雑把な分割になるであろう．本モデル

では議論の簡単化のため，相手のñiについては行動の

観察を通じて正確な情報を得られるものと仮定する．

そして，第１段階のリスクコミュニケーションでは，

プレイヤー iは自身の標本の大きさ (mi; li)を相手に伝

えるものとする．すなわち自身の標本の大きさと危険

情報の個体の数を，数値として相手に伝えるものとす

る．次いで，第２段階のリスクコミュニケーションで

は，プレイヤー iは (mi; li)の内容を相手に伝えるもの

とする．それによって２人のプレイヤーが共有してい

る経験や，参照しているシミュレーション結果などが

明らかになる．相手が保有する情報のなかのどの部分

が自身にとって追加的な情報であるかを特定すること

ができる．

初期時点である0期における両プレイヤーの主観的災

害生起確率をそれぞれñ0A，ñ
0
Bと表し，0 î ñ0B î ñ0A î

1を仮定する．すなわち防災会長Aが住民Bよりもリス

ク認知の程度が高い状況を対象とする．(ñ0A; ñ
0
B)は共

有情報であるとする．

各プレイヤーは毎期 1の基本給を得る機会を与えら

れていると仮定する．両者ともリスク中立的であると

し，各期の効用は消費水準に一致し，事前の期待効用

は期待消費水準に一致すると考える．また，地域で防

災会による自主防災活動Gが実施されていれば災害時

に被害を回避することができるが，実施されていなけ

れば 2人とも死亡すると仮定する．死亡は消費の終了，

すなわち以後の期の効用がゼロであることにより表現

する．一方，毎期，自主防災活動Gが実施される限り，

プレイヤーは永遠に生存すると仮定する．活動Gはプ

レイヤーA;BによってG = gA + gBのように分担され

るとする．ひとたび防災活動が始まれば，以後同じ活

動分担 (gA; gB)が永遠に継続すると仮定する．各プレ

イヤーは労力 giを自主防災活動に提供するために，労

働のための時間を犠牲にしなければならないと考える．

一般性を損なうことなく，プレイヤー iが自主防災活動

Gに労力 giを提供するとき，彼の給与所得は (1Ägi)に
減少するものと仮定する．結果的に giは金銭単位に換

算できるものとする．よって自主防災活動Gが実施さ

れる場合，各プレイヤー iは毎期 (1Ä gi)を消費するこ

とになる．ある期の期初に評価した，毎期自主防災活

動が行われる場合と行われない場合の期間効用と（期

2



消費

災害発生

交渉が成立すれば
自主防災活動

A: 提案
B: 承諾 or 拒否

t期
（A主導）

(t+1)期
（B主導）or 発生せず

活動分担交渉

B: 提案
A: 承諾 or 拒否

活動分担交渉消費

災害発生

交渉が成立すれば
自主防災活動

A: 提案
B: 承諾 or 拒否

t期
（A主導）

(t+1)期
（B主導）or 発生せず

活動分担交渉

B: 提案
A: 承諾 or 拒否

活動分担交渉

図-1　イベントの順序（第 2期以降）
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図-2　イベントの順序（第 0期，第 1期）

待）生涯効用は以下のように表される．

自主防災活動が行われる場合 :

期間効用 = 1Ä gi; 生涯効用 =

í

1 +
1

r

ì

(1Ä gi) (1a)

自主防災活動が行われない場合 :

期間効用 = 1;

期待生涯効用 = 1 +
1Äñi
r +ñi

= 1 +
1

Ri
(1b)

rはリスクがない場合の割引率である．効用の終端時点

がPoisson到着する random stopping問題は，到着率を

含む主観的割引率を用いた無限消費問題と等価になる

（Yaari,1965）．式 (1b)に示すように，自主防災活動が

行われない場合の期待生涯効用水準は，主観的割引率

Ri = (r +ñi)=(1Äñi)をもつ主体が無限に消費 1を継

続する場合の生涯効用と等しくなる．このとき

@Ri
@ñi

> 0 (2)

すなわちリスク認知が高い主体ほど主観的割引率Riは

高くなる．

モデルの期間構造を図-1，図-2により表す．コミュ

ニケーションの過程はRubinstein(1982)タイプのbar-

gaining gameを適用する．Rubinstein(1982)のbar-

gaining gameでは，プレイヤーが順番に提案をして，

提案が承諾された時点でゲームが終了する．一方のプ

レイヤーの提案ともう一方のプレイヤーの返答には 1期

間の時間を要する．図-1に示すように，t期 (t ï 2)に
おいてAが自主防災活動の役割分担 (gA; gB)について

提案し，それをBが承諾または拒否する．拒否した場

合には (t+ 1)期にBが提案を行う．交渉は合意に至る

まで無限に繰り返される．なお交渉が合意されない期

においては自主防災活動は実施されず，両プレイヤー

は死亡リスクに曝される．以上のような無限交渉ゲー

ムを通じて，活動Gの分担に関する均衡解 (gA; gB)を

導出する．

また，活動分担の交渉に先立って，第 0期と第 1期に

おいては両プレイヤーにリスクコミュニケーションの

機会が与えられる．リスクコミュニケーションのための

情報伝達過程に関しても，bargaining gameに倣って，

ひとつの期間では一方向の情報の送受信のみが行われ

ると仮定する．いま，基本モデルでは第１段階のリス

クコミュニケーションを想定する．すなわち第0期では

防災会長Aが私的情報集合 (mA; lA)に関する数値を伝

達して，住民Bはそれを受信するのみとする．上述の

ように第 0期の期初において，双方の認知水準 (ñ0A，ñ
0
B)

は共有知識であるとする．防災会長Aは (ñ0A，ñ
0
B)を認

識した上で，第 0期をリスク情報の伝達に費やすか，即

交渉に入るかを選択する．Aがリスク情報の伝達行動

を選択した場合，第 1期の期初の主観的災害生起確率は

次式で与えられるとする．

ñ1A = ñ
0
A (3a)

ñ1B =
mA

mA +mB
ñ0A +

mB
mA +mB

ñ0B

=
lA + lB
mA +mB

= ñ̂ (3b)

同様に第 1期において住民Bも活動分担に関する提案

を行うか，自身のリスク情報を伝達するかを選択する

ことができる．Bがリスク情報の伝達行動を選択した場

合，第 2期の期初の主観的災害生起確率は次式で与えら

れる．

ñ2A =
mA

mA +m1B
ñ1A +

m1B
mA +m1B

ñ1B (4a)

ñ2B = ñ
1
B (4b)

また，パラメータの大きさについて以下の仮定をおく．

ñ0A î r; G î
2ñ0A
r +ñ0A

î 1 (5)

左の条件式は認知される死亡確率が割引率ほど大きく

はないことを意味し，右の条件式は仮に自主防災活動

を1人で実施することになったとしても，Gを毎期の 1

の所得制約で賄えることを意味する．仮定 (5)より，任

意の (ñA，ñB)について以下の関係が従う．

ñAñB î r2; G î
r(ñA +ñB) + 2ñAñB

r(ñA +ñB) +ñAñB + r2
î 1 (6)
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３．活動分担に関する交渉ゲームの均衡

後ろ向き帰納法により，まずは第2期以降のある期

の問題を考えよう．ここでは両プレイヤーの主観的災

害生起確率 (ñA，ñB)は与件である．t期においてプレイ

ヤーAが活動分担について提案する問題は以下のよう

に表される．

max
gA(t);gB(t)

(1 +
1

r
)(1Ä gA(t)) (7a)

subject to

(1 +
1

r
)(1Ä gA(t))ï 1 +

1ÄñA
r

(1Ä g0ÉA (t+ 1)) (7b)

(1 +
1

r
)(1Ä gB(t))ï 1 +

1ÄñB
r

(1Ä g0ÉB (t+ 1)) (7c)

gA(t) + gB(t) = G (7d)

(g0ÉA (t+ 1); g
0É
B (t+ 1))は，t期において交渉が決裂して

(t + 1)期に持ち込まれたときに，(t + 1)期にプレイ

ヤーBが提案して合意される活動分担を表す．条件式

(7b)(7c)の右辺は t期の交渉問題における各プレイヤー

の留保効用を表している．留保効用の第1項は t期の消

費 1，第 2項は次期以降の期待生涯効用である．(1Äñi)
は次期を生存して迎える主観的確率を表す．式 (7b)(7c)

はプレイヤーA，Bの誘因整合性条件に相当する．

均衡解の導出過程の記述は省略する．交渉ゲームが

プレイヤーAの提案で開始される場合，均衡は開始時

点においてAが以下の (gA; gB)を提案してBがそれを

承諾するという結果になる．

gA(ñA; ñB)

=
(1 + r)(r +ñB)G+ (1ÄñB)ñA Ä (1 + r)ñB

(1 + r)2 Ä (1ÄñA)(1ÄñB)
(8a)

gB(ñA; ñB)

=
(r +ñA)(1ÄñB)GÄ(1ÄñB)ñA +(1 + r)ñB

(1 + r)2 Ä (1ÄñA)(1ÄñB)
(8b)

一方，交渉ゲームがBの提案で開始される場合には，

均衡は開始時点でBが以下の (g0A; g
0
B)を提案してAが

それを承諾するかたちになる．

g0A(ñA; ñB)

=
(r +ñB)(1ÄñA)GÄ(1ÄñA)ñB +(1 + r)ñA

(1 + r)2 Ä (1ÄñA)(1ÄñB)
(9a)

g0B(ñA; ñB)

=
(1 + r)(r +ñA) + (1ÄñA)ñB Ä (1 + r)ñA

(1 + r)2 Ä (1ÄñA)(1ÄñB)
(9b)

以後，「0」はプレイヤーBが最初にオファーする交渉ゲー

ムの解を表す．無限交渉ゲームでは交渉の機会が無限

に与えられているにもかかわらず，交渉は開始時点に

おける提案と承諾によって終了する．この均衡は，横

松 (2006)がある自治体を対象に行った調査結果におけ

る，ほとんどの防災会で活動内容について議論が発生

することがなく，住民が防災会長の提案に即同意して

いるという事実と整合的である．

均衡解の性質について調べよう．仮定 (5)の下では以

下の関係が成立している．

gA(Å) î g0A(Å); gB(Å) ï g0B(Å) (10)

すなわち双方のプレイヤーにとって，交渉の開始時点

において提案する権利をもつ場合に自分の負担をより

小さくすることができる．両者の差は先にオファーす

る機会の価値に相当する．またリスク認知水準と均衡

貢献水準の間には以下の関係が存在する．

@gA(Å)
@ñA

>0;
@gA(Å)
@ñB

<0;
@gB(Å)
@ñA

<0;
@gB(Å)
@ñB

>0 (11a)

@g0A(Å)
@ñA

>0;
@g0A(Å)
@ñB

<0;
@g0B(Å)
@ñA

<0;
@g0B(Å)
@ñB

>0 (11b)

自身のリスク認知水準が高いほど，自主防災活動にお

いて大きな貢献を提供することになる．また，相手の

リスク認知が低いほど自分はより多く負担せざるをえ

なくなる．このことは活動分担交渉において，リスク

認知が低い主体がより大きなbargaining powerを有す

ることを示している．換言すると，災害リスクをより

大きく認識する主体ほど自主防災活動の緊急性をより

強く感じる結果，自分が大きな負担をすることになる

としても，より早期に活動を開始することを優先させ

ることになるのである．そして上述のように，交渉は

瞬時に終了する．認知の低い主体は，認知の高い主体

のそのような動機付けを利用して，より小さな負担で

活動に参加することができる．交渉開始時点で評価し

た各プレイヤーの生涯効用は次式で与えられる．

UA(gA(Å)) = (1 +
1

r
)(1Ä gA(Å));

UB(gB(Å)) = (1 +
1

r
)(1Ä gB(Å)) (12a)

UA(g
0
A(Å)) = (1 +

1

r
)(1Ä g0A(Å));

UB(g
0
B(Å)) = (1 +

1

r
)(1Ä g0B(Å)) (12b)

４．リスクコミュニケーションの成立可能性

（１）「住民」からのコミュニケーションの不成立

第0期と第 1期にはプレイヤーAとプレイヤーBが相

手にリスク情報を伝達する機会をもつ．リスク情報の伝

達後の各プレイヤーの認知水準は式 (3a)(3b) (4a) (4b)

に従って変化する．第0期から第 2期の主観的リスクの

間には以下の大小関係が存在する．

0 î ñ0B î ñ1B = ñ2B î ñ2A î ñ1A = ñ0A î 1 (13)

第0期のプレイヤーAからプレイヤーBへの情報伝達

によってñBは上昇し，第 1期のBからAへの情報伝達

によってñAは減少する．BはAに対して，自分達の地

域はAが認識しているよりも安全であるという情報を

伝達することになる．
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後ろ向き帰納法によって均衡解を求めよう．いま，第

0期にプレイヤーAがリスクコミュニケーションを選択

したとしよう．それによって第0期には活動分担交渉が

行われずに第 1期が訪れたとする．このときBの意思決

定問題と生涯期待効用水準は次式のように与えられる．

VB(ñ
1
A; ñ

1
B) = max

Ç

UB(g
0
B(ñ

1
A; ñ

1
B));

1 +
1Äñ1B
1 + r

UB(gB(ñ
2
A; ñ

2
B))

ï

(14)

右辺の第 1式は活動分担に関する提案を行った場合の効

用を，第 2式はリスク情報の伝達を行った場合の期待効

用を表す．プレイヤーBが 1期にリスク情報の伝達を行

なった場合，次の第 2期ではAが活動の提案を行なうた

め，第 2式では分担水準が gB(Å)となる．均衡貢献水準

の性質 (10)(11a)(11b)と式 (13)を考慮すると，初期条

件ñ0B < ñ
0
Aを満たす任意の私的情報集合について次式

が成立する．

g0B(ñ
1
A; ñ

1
B) î gB(ñ2A; ñ2B) (15)

さらに仮定 (5)を考慮すると次式を得る（証明略）．

VB(ñ
1
A; ñ

1
B) = UB(g

0
B(ñ

1
A; ñ

1
B)) (16)

すなわち任意の (ñ1A; ñ
1
B)の下で，プレイヤーBはリス

クコミュニケーションを図らない．Bは必ず活動分担の

提案を行い，自主防災活動を開始させることを選択す

る．なぜならばBにとっては，Aがリスクを高く（Bの

視点からしたら「過剰に」）認知してくれていたほうが

都合がよい．Aがリスクをより高く認識するほど，Aは

自主防災活動のより大きな割合を引き受けてくれるた

め，あえてñAを減少させることはないからである．さ

らに本モデルでは，Bにとって第 1期でリスクコミュニ

ケーションを選択することは，交渉におけるオファー

の権利を手放すことを意味する．以上の２つの要因に

よってリスクコミュニケーションを選択することは確

実にBの活動の負担を増加させ，効用を低下させるこ

とになる．

（２）「防災会長」からのコミュニケーションの成立可

能性

次いで第 0期におけるプレイヤーAの行動について

考えよう．Aの意思決定問題と生涯期待効用水準は次

式のように表される．

VA(ñ
0
A; ñ

0
B) = max

Ç

UA(gA(ñ
0
A; ñ

0
B));

1 +
1Äñ0A
1 + r

Z 1

0
UA(g

0
A(ñ

1
A; ñ

1
B))fB(mB)dmB

ï

(17)

fB(mB)はプレイヤーAによるBの情報量mBに関する

確率密度関数を表す．右辺の第 1式は活動分担に関する

提案を行った場合の効用を，第 2式はリスク情報の伝達

を行った場合の期待効用を表している．ここでは第1期

のプレイヤーBの問題とは異なって，プレイヤーAに

とってはリスク情報を伝達することに価値がある場合

がある．なぜならばBの認知を上昇させることによっ

て，自主防災活動における自身の負担を軽減させるこ

とができるからである．よってAによるリスクコミュ

ニケーション行動は，Bのリスク認知向上による活動分

担の改善の利益と，活動の開始を 1期間先延ばしにし，

さらに交渉のオファーの権利を手放すことによる費用

を比較考量して決められることになる．式 (3b)に示す

ように，第 1期のñ1Bに対するプレイヤーAの私的情報

(mA; lA)の影響力は，mBに対してmAが大きいほど大

きい．よって，プレイヤーAは自身の情報量の方が相

対的に大きいと予想するときほど，リスクコミュニケー

ションを選択する可能性が大きいといえる．

（３）第２段階のリスクコミュニケーション

４．（１）では，第１段階のリスクコミュニケーショ

ンでは，初期認知水準が低い住民Bから防災会長Aへ

の情報伝達は行われないことをみた．それに対して第

２段階のリスクコミュニケーションでは，BからAへの

情報伝達が行われる可能性がある．第1期における，プ

レイヤーBによる情報伝達の結果，Aの主観的災害生

起確率は以下のようになる．

ñ2A =
lA + lB Ä lC

mA +mB ÄmC
= ñÉ (18a)

ただし (mC ; lC)は共有する情報の数を表している．すな

わち上式では，分子，分母において両プレイヤーの保有

情報の重複部分を二重計算しないように差し引いている．

そして，以上のように計算するとñ2A ï ñ1A = ñ0Aとなる

ケースが生じえる．すなわち初期認知水準にñ0B î ñ0A
の関係が成立していたとしても，第 0期のAからBへ

の情報伝達によってñ1B = ñ
Éï ñ1Aとなり，第 2期には

ñ2B = ñ
É = ñ2A ï ñ1Aとなる場合が起こりえる．この

ようなケースは両プレイヤーが安全情報を多く共有し

ているときに発生する．そしてこのようなときプレイ

ヤーBはプレイヤーAに情報伝達をする誘因をもつ．

５．おわりに

一般的な住民のリスク認知は，直接・間接的被災体

験や，マスメディアによって提供される科学的・非科

学的予想など，私的に収集した情報を総合したかたち

で形成される．住民間のリスクコミュニケーションは，

そのような私的な情報セットを拡張する上で極めて重

要なプロセスと考えられる．しかしながらリスクコミュ

ニケーションの実行可能性は，伝える情報の存在のみ

ならず各住民の動機にも依存する．本研究では第１に，

コミュニティが自主防災活動を開始する機会を利用し

てリスクコミュニケーションを行うことは，必ずしも有

効ではないことを示唆した．リスクコミュニケーション
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は自主防災活動とは独立に行われるべきである．第２

に，数量的な情報のみを伝達するリスクコミュニケー

ションではなく，各自がどのような情報ソースに基づ

いてリスク認識を形成しているのかを伝えるようなコ

ミュニケーションが必要であることを示した．

一方，本研究を完成させるためには，詰めるべきポ

イントが数多く存在する．最大の問題は，第 1段階の

リスクコミュニケーションにおいて，第1期にプレイ

ヤーBがプレイヤーAに対して情報伝達を行わないと

はいえ，Aは第１期のñ1BからBがもっていた情報セッ

ト (mB ; lB)を逆算できてしまうことである．このよう

な逆算を防ぐための方法としては，プレイヤーAは自

身の私的情報集合 (mA; lA)がプレイヤーBによってど

れだけ信用されるかに関して不確実であるという仮定

をおく方法がある．すなわちAの視点からは，Bの主

観的確率は以下のように修正されると考える．

~ñ1B =
ímA

ímA +mB
ñ0A +

mB
ímA +mB

ñ0B

=
ílA + lB
ímA +mB

(19)

すなわちAは，自身の情報にはí(0 î íî 1)のウェイ

トしか与えられないと考える．そしてíは確率変数であ

る．しかし実際にはBはí= 1として受け取ってñ1Bを

形成し，ñ1Bは共有情報となる．このときAにとっては

ñ1Bから (mB ; lB)を特定することはできない．なぜなら

ñ0B = lB=mBと式 (19)の２式から (mB ; lB ; í)の解を一

意に得ることはできないからである．また，いまひと

つの大きな問題として，プレイヤーが虚偽のリスク情

報を相手に伝えないことをどのように担保するかを考

える必要がある．

ON IMPLEMENTABILITY OF RISK COMMUNICATION IN
COMMUNITY-BASED DISASTER PREVENTION ACTIVITY

Muneta YOKOMATSU

Recently community associations for community-based disaster prevention activities are expected to
drive risk communication among community members aiming at mitigating risk-perception gap. This study
formulates a game theoretical model to investigate a determination process where loads in a community-
based disaster prevention activity are allotted to residents, as well as feasibility that they exchange risk
information. The study describes that a strong demand for urgent start on the activity prevents community
members from communicating risk information suéciently. The result implies that risk communication
should be independent of the community-based activity, and furthermore, we should not only communicate
and share numerical information but information with description which phenomenon it means and how
it is derived.
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